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　新年、明けましておめでとうございます。

　水産土木建設技術センターは、本年４月で、

昭和61年４月に設立されて以来40周年を迎える

こととなりました。この間、色々と親身になっ

てご指導ご支援下さった会員各位、水産庁をは

じめ関係者の皆様に心から御礼申し上げます。

　設立の時は、我が国水産業が毎年1200万トン

もの漁獲量を上げ、動力漁船隻数の増加を背景

として、漁港の整備や沿岸漁場の整備開発が最

も盛んに行われている時代でしたが、一方で、

漁港や漁場の整備を実施する自治体の中には事

業量の増大に比べ担当技術者が少ないところや

海を汚さない施工管理が脆弱であったり、新し

い技術や資材の情報が十分入手できない等の問

題点が顕在化していました。

　これらの問題点については、総務庁（当時）

の行政監察による勧告でも指摘を受けたことが

契機となり、技術者の不足する地方自治体の行

う水産基盤整備事業が円滑に推進されることを

基本的な目的として、①水産土木工事に関する

技術の調査・研究、②水産土木工事の施工管理

等への業務支援、③水産土木工事に携わる技術

者の養成等を行う法人として、当センターが設

立されました。

　その後、平成６年に松江支所、平成17年に長

崎支所、平成27年に沖縄県久米島のサンゴ増殖

研究所、令和３年に岩手事務所を開設し、多様

化するニーズに対応してきました。

　具体的には、水産土木工事に関する調査・研

究の部門では、積算基準や歩掛に関する調査か

ら出発して、自然調和型漁港づくりや漁港内の

水質浄化シミュレーションなどの環境部門に展

開し、さらには人工湧昇マウンド礁やハード・

ソフト両面からの磯焼け対策、ストマネ事業に

関する調査・研究、サンゴ増殖、漁場施設の設

計や効果調査における最新技術の導入、あるい

はブルーカーボンに係る調査研究、漁業操業実

態調査に基づく調和のとれた洋上風力発電施設

の整備促進への協力へと分野を広げてきました。

　業務支援の分野では、通常の漁港整備に加え、

漁業集落排水事業やNTT-A型事業、直轄漁港漁

場整備事業なども手掛けてきました。そして、

平成23年の東日本大震災の発生以後は、被災時

に支援を行う災害復旧支援協定の全国的な締結

促進、東北地方や能登半島をはじめとした被災

地の復旧・復興支援に、組織を挙げて取り組ん

できました。

　また、水産土木技術者養成の部門については、

資格の名称及び講習内容に若干の変化があるも

のの、約40年間にわたり水産工学技士の養成に

努めてまいりました。平成15年に施工環境管理

者制度が発足したこともあり、水産工学技士の

登録者数は次第に増加し、現在では約８千名と

なり、５年に一度の資格更新を行う際には、最

新技術の講習を行うためのフォローアップ研修

も実施しております。

　これからも、当センターは、漁業情勢の変化

や海洋環境の変化、少子化や自治体における技

術者不足の悪化等の社会情勢の変化、激甚化す

る自然災害の発生等を踏まえつつ、水産基盤整

備事業が円滑に実施できるよう、必要な技術の

研鑽・向上、技術者の育成、自治体への業務支援、

震災からの復旧・復興等に努力してまいります。

　終わりに、今後とも当センターの活動に一層

のご理解、ご協力を賜りますようお願いすると

ともに、会員をはじめ当センターに関係する皆

様のご多幸を祈念してご挨拶といたします。

年頭の挨拶

一般社団法人水産土木建設技術センター　理事長　 　吉塚　靖浩
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令和８年度水産基盤整備事業・海業関係事業等の
予算概算決定について

　謹んで新年のお慶びを申し上げます。

　（一社）水産土木建設技術センター会員の皆

様には、平素より水産行政の推進に多大なるご

尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　近年、気候変動や海洋環境の変化による水産

業への影響が顕著に見られる中、昨年は、サケ

の不漁、カキやホタテのへい死、さらには岩手

県大船渡や大分県佐賀関の火災、カムチャツカ

半島地震による津波、青森県東方沖地震や後発

地震注意報の発表など漁業の被害や影響が多数

発生しました。一昨年の新年に発生した能登半

島地震については、漁港や共同利用施設の仮復

旧等による漁業の再開後、引き続き、本格的な

復旧・復興が行われているところです。

　また、水産業・漁村の取り巻く状況について

は、海洋環境の変化等による水産資源の変動、

漁村の人口減少や高齢化等による地域活力の低

下等の課題を有している一方で、地域資源の価

値や魅力を活かした海業に期待も寄せられてい

ます。

　これらを踏まえ、生産・流通の拠点となる漁

港の整備や漁場の環境保全等を行う水産基盤整

備事業、所得や雇用の増大に向けた海業関係事

業等において、効率的かつ効果的な支援を図る

ことが重要と考えています。

　このような中、令和８年度予算政府案が昨

年12月26日に閣議決定されました。水産基盤

整備事業として、738億円（令和７年度当初予

算：731億円、対前年比101.0％）を計上してい

ます。水産業の成長産業化や国土強靱化の実現

に向け、令和７年度補正予算339億円と併せて、

1077億円の予算を確保することとしています。

令和８年度は、漁港漁場整備長期計画（令和４

年度～８年度）の最終年として、①水産業の成

長産業化に向けた拠点機能の強化、②漁場生産

力の向上、漁港施設の強靱化・長寿命化、③漁

港利用促進のための環境整備等を推進すること

としています。そして、制度拡充については、

以下の事項の拡充を行う予定です。

・漁港内の水域を活用した養殖拠点の形成を図

るため、養殖環境の確保に必要な支援メニュー

の拡充。

・持続的な漁港機能の確保に向け、関係地方公

共団体との連携の下、都道府県が一元的な土砂

処分を整備する制度の創設。

・海洋の高水温化に適応した海藻類、魚種を対

象に種苗生産体制の強化に係る支援の拡充。

・沖合の漁場生産力を高めるマウンド礁の機能

強化のための事業費要件の緩和。

　また、地域において漁業者等が海業の一歩を

踏み出す取組等の支援を行う事業である「海業

振興支援事業（非公共事業）」については、令

和８年度予算として３億円を計上するととも

に、令和７年度補正予算においても「海業振興

緊急支援事業」として３億円を措置したところ

です。

　そして、「漁港機能増進事業」については

１億円を計上するとともに令和７年度補正予算

で17億円を措置、「浜の活力再生・成長促進交

付金」については、18億円を計上するとともに

令和７年度補正予算で48億円を措置するなど、

漁港施設の小規模な改良や共同利用施設の整備

の促進を図ることとしています。

　さらには、漁業者等が行う藻場・干潟の保全

活動等を支援する「漁場生産力・水産多面的機

能強化対策事業」については、14億円を計上す

るとともに、令和７年度補正予算で７億円措置

水産庁漁港漁場整備部長　中村　隆
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し、モニタリングの実施を含めて効果的な事業

の促進を図ることとしています。

　このように令和８年度予算政府案及び令和７

年度補正予算により、水産業・漁村の持続的な

発展に向け、地元の要望にお応えし、一層の後

押しができるよう、全力で取り組んでまいりま

す。

　今年も、引き続き、ご支援ご指導のほど、ど

うぞよろしくお願いいたします。

＜資料一覧＞

●資料１：水産基盤整備事業（公共）

●資料２：水産基盤整備事業（公共）の拡充事項

●資料３―１：海業振興関係予算のフレーム

●資料３―２：海業振興支援事業（非公共）

●資料４：漁港機能増進事業（非公共）

●資料５：浜の活力再生・成長促進交付金

　　　　　（非公共）

●資料６：漁場生産力・水産多面的機能強化対　　

　　　　　策事業（非公共）

資料１　水産基盤整備事業（公共）

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．⽔産業の成⻑産業化に向けた拠点機能強化対策
① ⽔産物の流通機能強化に向け、漁船大型化への対応や拠点漁港等を中心とし
た機能再編・集約及び衛⽣管理対策を推進します。

② 養殖生産拠点の形成に向け、消波堤整備等による養殖適地の創出や漁港⽔域
を活用した養殖環境の確保とともに、効率的な出荷体制の構築等に対応した一体
的な施設整備を推進します。

２．持続可能な漁業⽣産を確保するための漁場⽣産⼒の強化対策、漁港施設の
強靱化対策

① ⽔産資源の回復を図るため、海洋環境の変動に伴う魚種変化等に対応した種苗
⽣産体制の強化、漁場の整備及び藻場・干潟の保全・造成等を推進します。

② 大規模地震・津波や頻発化・激甚化する台風・低気圧災害等に対応するため、
漁港施設の耐震・耐津波・耐浪化による防災減災対策を推進します。

③ 将来にわたり漁港機能を持続的に発揮するため、維持管理の効率化やライフサイク
ルコストの縮減に資する漁港施設の⻑寿命化対策を推進します。

３．漁村の活性化と漁港利用促進のための環境整備
① 地域の漁業実態に即した、浮体式係船岸等の整備による漁港の就労環境改善
対策等を推進します。

② 漁村における漁業集落排⽔施設等の⽣活環境改善対策等を推進します。

国
⽔産業協同組合
地方公共団体1/2等

※ 事業の一部は、直轄で実施
（国費率2/3等）

＜対策のポイント＞
国⺠に安⼼で⾼品質な⽔産物を安定的に供給し、輸出拡大等による⽔産業の成⻑産業化を実現していくため、拠点漁港等における流通機能強化と養殖
拠点の整備を推進します。併せて、持続可能な漁業生産を確保するため、海洋環境の変動に伴う魚種変化等に対応した漁場整備や藻場・干潟の保全・造
成、漁港施設の耐震・耐津波・耐浪化及び⻑寿命化対策を推進します。さらに、漁村の活性化や漁港の利⽤促進のため、就労環境改善対策や漁村インフ
ラの整備等を推進します。

＜事業目標＞
○ ⽔産物の流通拠点となる漁港において、総合的な衛生管理体制の下で取り扱われる⽔産物の取扱量の割合を増加（70％［令和８年度まで］）
○ 流通・防災の拠点となる漁港等のうち、地震・津波に対する主要施設の安全性が確保された漁港の割合を増加（60％［令和８年度まで］）

＜事業の流れ＞

持続可能な漁業⽣産の確保対策

防波堤の嵩上げによる
越波対策

流通機能強化、衛生管理
に対応した荷さばき所の整備

⽼朽化した岸壁の
⻑寿命化対策

⽔産業の成⻑産業化に向けた拠点整備

大規模養殖の展開を可能
にする静穏⽔域の創出

漁村活性化と漁港利用促進

藻場の造成

漁船の大型化
に対応した岸壁の整備

（03-3502-8491）⽔産庁計画・海業政策課［お問い合わせ先］

陸揚げの軽労化に資する
浮体式係船岸の整備

令和８年度予算概算決定額 73,829百万円（前年度 73,091百万円）
〔令和７年度補正予算額 33,858百万円〕

⽔産基盤整備事業＜公共＞
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資料２　水産基盤整備事業（公共）の拡充事項

陸揚に必要な
浮桟橋の整備

静穏度向上のための
防波堤の整備

②水質確保のための
海水交換改良

⑤作業エリアの区分けのための
区画設備（アンカー敷設等）

④漁具等の補修を行うための
作業用架台の設置

①水質把握のための観測設備
③水域施設（漁具管理水域）の整備
（水深の確保）

漁港水域を活用した養殖生産拠点の形成

令令和和８８年年度度概概算算決決定定 拡拡充充事事項項①①

＜整備イメージ＞

土砂処分については、従来、各漁港管理者が個別に対応
していたが、高コストになるなどの課題もあり、一元的な
土砂処分が求められていた。

このため、費用負担も含めて関係地方公共団体との連携
の下、都道府県が一元的な土砂処分場を整備する制度を
創設

浚渫土砂

浚渫土砂

A漁港
（A県管理）

土砂投入

C漁港
（C市管理）

B漁港
（B市管理）

＜整備イメージ＞

持続的な漁港機能の確保に向けた
一元的な土砂処分の推進

漁港内の水域を活用した養殖拠点の形成を図るため、
養殖環境の確保に必要な支援メニューを拡大

漁港内の水域を活用した養殖の展開に向けた課題

（（２２））効効率率的的なな作作業業・・配配置置

・必要水深の確保
・陸域における養殖用作業施設の不足
・水域の効率的な利用のための区分け

③水域施設（漁具管理水域）の整備
④漁具等の補修や資機材の仮置きを
行うための作業用架台の設置（拡充）

⑤水域における養殖作業と漁船の航行を
区分けするための区画設備（拡充）

（（１１））水水質質のの確確保保

・閉鎖的水域における水質悪化

①水質把握のための観測設備の
設置（拡充）

②水質確保のための海水交換
改良

赤赤字字：：拡拡充充メメニニュューー

土土砂砂処処分分ののたためめのの護護岸岸整整備備浚浚渫渫工工事事

浚浚渫渫土土砂砂

令令和和８８年年度度概概算算決決定定 拡拡充充事事項項②②

沖合における漁場生産力を効率的に高めるため、既設
のマウンド礁を改良（延伸等）する場合の事業採択要件
（事業費の下限）を見直し（10億円超→３億円超）

海洋環境の激変による魚種変化等に対応するため、
高水温化等に適応した海藻類、魚種を対象に、種苗生産
体制の強化に係る支援を拡充

既設マウンド礁の改良（採択要件：３億円超）

海洋環境の変化に対応した藻場の造成と
漁業生産力の強化

沖合の漁場生産力を高めるマウンド礁の
機能強化

＜マウンド礁の改良（延伸等）のイメージ＞

暖海性魚種等（環境
適応魚種）の増加など
魚種が変化。

藻 場 魚 種

高水温耐性種苗を量産

造成藻場への種苗放流

天然母藻から採苗/育苗

高水温耐性
藻場の造成

石材やコンクリートブロック
を海中に投入し、マウンド状に
造成した施設。

潮流を利用し、底層に含ま
れる栄養塩類を上層へ供給す
ることにより、一次生産量の上
昇を通じて水産資源の増大を
図るもの。

新たな対策

既設部 延伸部

事 業 費 ：３億円
増設体積：18,500 ㎥

事 業 費 ：10億円
増設体積：62,000 ㎥

マウンド礁の新設（採択要件：10億円超）従来

新設

拡充：種苗生産施設の対象拡大

現状

海水温の上昇で、全国的に藻場が衰退。

高水温耐性の藻場の造成が課題。

藻場造成への展開

環境適応魚種
の定着・生息

マウンド礁とは

種苗生産体制の強化

高水温耐性海藻の種苗生産
環境適応魚種の
種苗生産

これまでは、一定の整備効果が見込まれる
事業費要件（10億円超）を満たすマウンド礁の
新設により沖合の漁場を整備。

今後は、情勢の変化を踏まえた既存マウンド
礁の改良により効率的な施設整備を実施。

これにより沖合の漁場生産力の強化を図る。

高水温耐性藻場は環境適応魚種の育成の場となる。
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資料３−１　海業振興関係予算のフレーム

資料３−２　海業振興支援事業（非公共）

３．漁港・漁村の環境づくり
（１）水産基盤整備事業（公共）（Ｒ８概算決定）︓738億円の内数

漁港施設等活用事業に係る漁港施設、用地・水域等
の再編・整序を支援します。

（２）漁港機能増進事業（Ｒ８概算決定）︓1億円の内数
（Ｒ７補正 ︓17億円の内数）

漁港施設等活用事業に必要な漁港施設、用地・
水域等の改良、再編・整序、及び用地整備と一体的に
⾏う施設の撤去等を支援します。

２．地元自治体等の主体的な取組支援
浜の活⼒再⽣・成⻑促進交付⾦（Ｒ８概算決定） ︓18億円の内数
（水産業競争⼒強化緊急施設整備事業（R７補正）︓48億円の内数）

海業振興関係予算のフレーム
海業の構想段階から、その実施の各段階に応じたソフト・ハード両面からの支援により、海業の全国的な展開を進め、漁業者

の所得向上と雇用創出につなげます。

用地の区画整理、整地

さらなる展開に向けてステップアップ

地域水産物普及施設

構想段階 .
（漁港施設等活用事業に係る計画等の策定に向けた支援）

実施段階
（計画に基づく事業の展開）

１．⽴ち上げ支援・モデル地区における実証、漁協等の取組促進
海業振興支援事業（Ｒ８概算決定）:３億円（R7補正︓３億円）

直販機能の付加

取組の実証実施（食育体験）

海業関係者を結びつける
マッチングシステムなどの連携の

仕組みや体制づくり

漁業者・専門家等による
調査、計画検討

（１）海業⽴ち上げ推進事業
① 海業推進調査事業（委託）

⺠間事業者、漁港管理者、漁業協同組合等を
結びつけるためのマッチングシステムなどの連携の仕組
みや体制づくり等を実施。

② 海業⽴ち上げ支援事業（補助）
活用推進計画策定を目指すモデル地区において、

国の施策として率先して取り組むべきテーマ（こども体
験活動、「ぎょしょく」の拡大、インバウンド対応、港湾
を含めた海業の展開、広域連携の取組等）に対して、
必要な調査、効果分析、取組の実証等の⺠間事業
者等が⾏うモデルづくりを支援。

（２）海業取組促進事業（補助）
地域において海業への一歩を踏み出し、海業取組

に係る活用推進計画策定を目指すために必要な調
査、効果分析、取組の実証等を支援。

（１）浜の活⼒再⽣・成⻑促進交付⾦のうち
海業推進事業
漁協や地方公共団体等に対して、海業の推進に向

けた漁港の受け⼊れ環境改善に資する施設の改良、
海業支援施設の整備等のハード面を支援します。

（２）浜の活⼒再⽣・成⻑促進交付⾦のうち
水産業強化支援事業
海業を効果的に推進するため、荷捌き施設の整備

の際に直販機能を付加するなどの取組を支援します。

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．海業⽴ち上げ推進事業
① 海業推進調査事業

海業関係者間の連携強化を図り、活用推進計画や実施計画の策定を推進して
いくため、⺠間事業者、漁港管理者、漁業協同組合等を結びつけるためのマッチン
グシステムなどの連携の仕組みや体制づくり等を実施します。

② 海業⽴ち上げ⽀援事業
海業の全国展開にあたり、活用推進計画策定を目指すモデル地区において、国

の施策として率先して取り組むべきテーマ（こども体験活動、「ぎょしょく」の拡大、イン
バウンド対応、港湾を含めた海業の展開、複数の市町村・漁協等による広域連携の
取組等）に対して、活用推進計画の策定に必要な調査、効果分析、取組の実証
等の⺠間事業者が⾏うモデルづくりを⽀援します。
※ぎょしょく︓⿂の⽣産から消費、⽣活⽂化までを総合的かつ⽴体的に繋げる考え⽅

２．海業取組促進事業
地域において海業への一歩を踏み出し、海業取組に係る活用推進計画策定を目

指すために必要な調査、効果分析、取組の実証等を⽀援します。

海業振興⽀援事業

＜対策のポイント＞
地域の所得向上と雇用機会の確保に向けて、漁港施設等活用事業の活用を促進するため、⺠間事業者、漁港管理者、漁業協同組合等のマッチングシス

テムなどの連携の仕組みや体制づくり、モデル地区における実証、地域において海業に一歩を踏み出すための調査、効果分析、取組の実証等を⽀援し、海業
の全国展開を加速化します。

＜事業目標＞
当該事業の実施地区における、地域の漁業者等の海業による所得の向上及び水産物の消費増進の達成

＜事業の流れ＞

各地区、各漁業協同組合等による海業事業化・取組の実施

海業振興⽀援事業

２ 海業取組促進事業

活用推進計画・実施計画策定を
推進するため

漁港管理者、漁業者・専門
家等による調査、計画検討

※漁港施設等活用事業とは、令和６年４⽉施⾏「漁港及び漁場の整備等に関する法律」により
創設された、漁港施設等を活用し海業に取り組みやすくするための事業。

※活用推進計画とは、漁港管理者が作成する漁港活用のマスタープラン。

水産物の消費増進に向けた
朝市での実証

海業の全国展開の加速化に向けて

１② 海業⽴ち上げ⽀援事業

漁港施設用地を使った
取組の実証（漁業体験）

モデル形成により横展開を図り、
活用推進計画策定を推進するため

漁港管理者
（地方公共団体）

漁業
協同組合

⺠間
事業者

海業関係者を結びつける
マッチングシステム

などの連携の仕組みや体制づくり

１① 海業推進調査事業

国 ⺠間団体

事業実施主体

（１②の事業）

（２の事業）

⺠間団体 （１①の事業）
委託

定額

定額
都道府県

定額(1/2相当)

［お問い合わせ先］水産庁計画・海業政策課（03-3506-7897）

地域において海業への一歩を踏み出し、
活用推進計画策定を推進するため

釣った⿂を⾃分たちで調理（⿂⾷教育）

令和８年度予算概算決定額 250百万円（前年度 275百万円）
〔令和７年度補正予算額 302百万円〕
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資料４　漁港機能増進事業（非公共）

資料５　浜の活力再生・成長促進交付金（非公共）

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．省⼒化・軽労化・就労環境改善事業

浮体式係船岸、岸壁等の屋根、船揚場改良 等
２．漁港ストックの利⽤適正化事業
① 漁港の機能再編のための漁港施設の規模適正化、⽤地の区画整理・整地、
漁業由来の廃棄物や漁業活動中に回収されるプラスチック等を保管、⼀次処理す
るために必要な施設等

② 漁港の有効活⽤促進のための防波堤潮通し、岸壁改良、⽤地舗装 等
③ 漁港の利⽤促進に向けた漁港施設等活⽤事業に係る漁港の環境整備
３．安全対策向上・強靱化事業

防波堤嵩上げ、荷さばき所等の電源施設の高架化及び非常⽤電源の設置、
災害後の土砂等の撤去 等
４．資源管理・流通⾼度化事業

岸壁、荷さばき所等の衛⽣管理設備、出⼊管理設備、換気・浄化設備、冷凍・冷
蔵設備、計量・計測設備、情報処理設備、密漁等監視施設 等
５．漁港インフラのグリーン化事業

漁港内のCO2排出削減のための給電施設、再⽣可能エネルギー関係施設 等
６．漁業の操業形態の転換・養殖転換事業

係船柱、防舷材、魚類移送施設、増養殖場 等
＜事業の流れ＞

国
都道府県

都道府県

市町村等

1/2等

1/2等
（事業主体が市町村等の場合）

［お問い合わせ先］水産庁計画・海業政策課（03-3502-8491）

漁港（イメージ）

○再⽣可能エネルギー関係
施設によるCO2排出削減

（事業主体が都道府県の場合）
1/2等

○電子⼊札設備
6.操業形態の転換・養殖転換に係る施設
○養殖場に係る環境整備

5.漁港インフラのグリーン化施設

○浮体式係船岸の整備による
陸揚げ作業の軽労化

○屋根施設の整備による
陸揚げ作業環境の改善

○防波堤嵩上げ

＜対策のポイント＞
漁港のストック効果の最⼤化・海業の推進を図るため、漁港の就労環境改善、漁港ストックの利⽤適正化、安全対策向上・強靱化、資源管理・流通高度

化等に資する整備を支援します。また、新たに漁業由来の廃棄物を保管、⼀次処理するために必要な施設の整備を支援します。

＜事業目標＞
○ 事業実施地区において、労働環境の改善及び⽣産性の向上が確保された漁港の割合（100%［令和８年度まで］）
○ 事業実施地区において、安定的な漁業⽣産体制が確保された漁港の割合（事業完了５年後︓100%［令和８年度まで］）
○ 漁港における新たな「海業」等の取組件数（500件［令和８年度まで］）

3. 安全対策向上・強靱化施設

4. 資源管理・流通高度化施設

○⽤地の区画整理・整地 ○廃漁網のストックヤード

2. 漁港ストックの利⽤適正化施設

1.省⼒化・軽労化・就労環境改善施設

漁港機能増進事業
令和８年度予算概算決定額 100百万円（前年度 150百万円）

〔令和７年度補正予算額 1,650百万円〕

＜ハード事業＞
・漁港漁村の就労環境改善・強靱化、海業推進等に必要な整備を支援

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．浜の活⼒再⽣プラン推進等⽀援事業
浜プランの着実な推進を図るため、漁村⼥性の経営能⼒の向上や⼥性を中⼼とし

たグループによる実践的な取組、地域一体でのデジタル技術の活用、働き方・就労
環境改善への取組等を支援します。

２．水産業強化⽀援事業
漁業所得の向上を図るため、共同利用施設の整備、産地市場の電子化や作業の

軽労化など水産業のスマート化を推進する取組に必要な施設・機器の整備、種苗⽣
産施設や養殖関連施設の整備、プラン策定地域における密漁防止対策、災害時の
迅速な施設復旧等を支援します。

３．海業推進事業
海業の推進による漁業所得の向上及び漁村の活性化を図るため、漁港漁村の就

労環境改善・強靭化や交流促進に資する整備、災害時の迅速な施設復旧を支援し
ます。

＜ハード事業＞
・漁業収益⼒や⽔産物流機能の強化のための共同利⽤施設等の整備を支援
・産地市場の電子化や作業の軽労化等に必要な施設・機器の整備を支援
・産地市場の統廃合に必要な施設の整備とそれに伴う既存施設の撤去を支援
・種苗生産施設や養殖関連施設の整備等⽔産資源の増大のための施設の整備を支援

＜ソフト事業＞
・漁場の利⽤調整、密漁防止対策、境界⽔域における操業の管理徹底等を支援
・内⽔⾯の調査指導、内⽔⾯資源の災害復旧、地下海⽔の試掘調査等の取組を支援
・災害の未然防止、被害の拡大防止等を支援

荷さばき施設 種苗生産施設鮮度保持施設 荷受け情報の電子化

・地域自ら策定する「浜の活⼒再生のための⾏動計画」
・漁業所得を10%以上向上させることが目標 課題 検討 プラン作成 実践

浜の活⼒再⽣・成⻑促進交付⾦

＜対策のポイント＞
漁業所得の向上を目指す「浜の活⼒再⽣プラン（浜プラン）」の着実な推進を支援するため、浜プランに位置付けられた共同利用施設の整備、地域一体
でのデジタル技術の活用、密漁防止対策、海業推進、 災害時の迅速な施設復旧等の取組を⽀援します。

＜政策目標＞
浜の活⼒再生プランを策定した漁村地域における漁業所得向上（10％以上［取組開始年度から５年後まで］）

＜事業の流れ＞

国

都道府県

⺠間団体等

事業実施主体

交付（定額、1/2）

1/2、4/10、1/3等交付

（１の事業）

（２、３の事業）

令和８年度予算概算決定額 1,752百万円（前年度 1,952百万円）

（03-6744-2391）⽔産庁防災漁村課［お問い合わせ先］

浜の活⼒再生プラン（浜プラン）

＜以下の事業により、浜プランの推進を支援＞

１．浜の活⼒再生プラン推進等支援事業

２．⽔産業強化支援事業

３．海業推進事業
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資料６　漁場生産力・水産多面的機能強化対策事業（非公共）

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．漁場⽣産⼒・⽔産多⾯的機能強化対策事業

漁業者等が⾏う、⽔産業・漁村の多⾯的機能の強化に資する以下の取組を
支援します。
① 環境・⽣態系保全
漁場⽣産⼒の強化に資する藻場の保全活動（ウニ・食害魚等の駆除、

海藻種苗の投入、藻場を保護する区域の設定）や干潟等の保全活動を
重点的に支援します。併せて、モニタリングの強化、専門家の指導、PDCA
サイクル等により活動の実効性を確保します。
② 海の安全確保
藻場等の海洋環境の変化を早期に捉えながら⾏う国境・⽔域の監視、海の

監視ネットワーク強化、海難救助訓練等を支援します。
※ 上記①及び②に併せて実施する多⾯的機能の国⺠に対する理解の増進を
図る活動組織を支援します。

２．漁場⽣産⼒・⽔産多⾯的機能強化対策支援事業
漁業者等が⾏う環境・⽣態系保全の活動の評価・検証、技術的な課題に対
する助言・指導及び効果的な活動の全国展開等に取り組みます。

＜対策のポイント＞
新たに気候変動・環境変化による藻場の減少等に対応するため、漁場⽣産⼒の回復・強化やブルーカーボンの推進の観点を踏まえ、漁業者等が⾏う藻場
等の保全活動を重点的に支援します。また、モニタリングの強化、専門家の指導等により活動の実効性を確保します。

＜事業目標＞
○ 環境・⽣態系の維持・回復（対象⽔域での⽣物量を20％増加［令和11年度まで］）
○ 藻場の保全対策を強化（藻場の保全⾯積 6,200ha［令和11年度まで］）

［お問い合わせ先］⽔産庁防災漁村課（03-3501-3082）

定額

＜事業の流れ＞

活動組織
定額（１/２相当）

定額 定額,1/2
地域協議会（県・市・漁協等）

活動組織

藻場保全のためのウニ駆除

地域協議会（県・市・漁協等）

委託
⺠間団体等

※ 資機材の整備は1/2
国

（２の事業）

（1の②の事業）

（1の①の事業）

ヨシ帯の保全 災害時の流⽊の回収等

海藻種苗の投入

⽔草の除去 海洋環境と⽔域等の監視

囲い網による保護区化 干潟の耕うん

令和８年度予算概算決定額 1,350百万円（前年度 1,366百万円）
〔令和７年度補正予算額 721百万円〕

漁場⽣産⼒・⽔産多⾯的機能強化対策事業

［お問い合わせ先］⽔産庁防災漁村課（03-3501-3082）

効果的な活動の実施
担い手の確保

モニタリング強化による
効果の把握・評価・分析
課題の整理

計画の⾒直し
専門家の指導による
計画の改善

目的・目標の設定
効率的な計画の⽴案
・ チェックリストの活用
・ 複数手段の検討

【PDCAサイクルによる活動の実効性の確保】

PPLLAANN

計計画画

DDOO

実実行行

CCHHEECCKK
評評価価

AACCTTIIOONN
改改善善
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島根県 海士町における支援業務について

１．はじめに

　島根県の県庁所在地松江市より北におよそ

60km、日本海に浮かぶのが隠岐諸島です。この

隠岐諸島の中ノ島にある海士町は、人口約2,300

人の小さな島（図－１）。そこには豊かな自然

と素朴な暮らしが息づいています。海士町は「ユ

ネスコ世界ジオパーク」に認定されるなど、美

しい自然と深い歴史が織りなす舞台であり、後

鳥羽院の時代から、移住者が彩る今へ海士町の

魅力は進化を続けています。

　町のキャッチフレーズ『ないものはない』

（図－２）。ないものはなくてよい、生きるた

めに必要なものはすべてここにあるという考え

方で、「あるもの」を活かす知恵と工夫を楽し

む暮らしが息づく町です。

　海士町は連続テレビ小説「ばけばけ」の小泉

八雲が魅せられた町。そんな町への来訪者を島

の玄関口 菱浦港（写真－１）が迎えてくれます。

　そんな魅力たっぷりの町に常駐し、環境整備

課の一員のように役場内で業務を行っています

ので、その支援の内容について紹介をさせて頂

きます。

当センター松江支所　調査役　森脇　和司　

２．市町村の置かれている現状と支援

（１）全国的な市町村の現状

　水産庁により、漁港管理者（403市町村）に

おける漁港･漁場の整備及び管理に係る実態に

ついて、平成31年、令和３年、令和５年、令和

６年にアンケート調査が行われ、市町村におけ

る漁港漁場の担当技術職員数の内訳（図－３）

が報告されています。

図ー１　海士町の位置

図ー２　海士町のキャッチフレーズ

写真ー１　海士町の玄関口菱浦港
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　このように、漁港･漁場整備、維持管理業務

が行われている市町村では、担当技術系職員が

０又は１名という市町村は全体の約７割を占め

るという結果になっており、年々、市町村の置

かれる状況は厳しくなっています。

（２）技術職員が不足する市町村への支援

　このように、漁港等を管理者する市町村にお

いては、技術系の担当職員の不足は喫緊の課題

であり、漁港漁場整備事業を円滑に実施してこ

とが困難となっていることから、水産庁におい

て、水産関係公共工事等における設計･積算、

入札契約、現場監督等の発注関係事務を適切か

つ公正に行うために「水産関係公共工事等発注

者支援機関」を認定する制度が創設（現在、水

産庁により第２期募集が行われている。）され、

当センターもその認定をうけ、市町村支援を

行っています。

３．海士町の置かれている現状と支援

（１）海士町の現状

　海士町も、漁港･漁場整備、維持管理業務を

１名の職員（事務系職員）が担当しています。

言わば、技術職員ゼロの町です。

　なんとかせにゃならんと、海士町職員（土木

事務）の募集をするも、毎年応募なしの状況が

続いています。そこで、昨年より県内の工業高

等専門学校からインターンシップの受け入れを

始めたところ、今年は環境･建設工学科を始め、

様々な学科から８名の就業体験参加があり、そ

図ー３　市町村（全403漁港管理者）における漁港　
　　　漁場の担当技術職員数（管理職を除く。）

（水産庁より）

の際には、魅力を伝えるお手伝いをさせて頂き

ました。

　とはいえ、現在の組織体制で漁港･漁場整備、

維持管理等の業務を行って行かなければなら

ず、町では以下のような技術面での課題を抱え

ています。

・発注事務、特に積算に難しさがある

・監督員として請負者への指示等ができにくい

・業務成果品の細かなチェックができにくい

・老朽化する公共施設等の維持管理への不安

・災害対応（初動、災害査定）への不安

　こういった課題を少しでも克服するため、町

としては、職員の技術的なレベルアップを図り

たい。そのためには、育てていく環境が必要だ

が、役場の組織内では賄えない。結果、海士町

常駐で職員を育成する業務をアウトソーシング

という流れで「海士町漁港漁場インフラ施設関

連一括支援業務委託」が発注されました。

　海士町としては職員の技術的な「見る目」を

育てることで公共施設等の品質を確保したいと

の強い思いがあること、これに応えることので

きる人材（隠岐支庁勤務経験のある技術系県職

員ＯＢ）が当センターにいること、この二つが

マッチしたことから、当センターがこの業務を

受託し、私の任務となっています。

（２）海士町への支援

　当センターとしての支援としては、会員への

支援、令和元年に締結した「漁港等の施設の災

害復旧支援に関する協定」による自然災害で被

災した漁港等の施設の迅速な復旧支援を行うほ

か、以下の市町村支援を行います。

・技術力の確保 … 職員の資質向上、技術情

報の提供、人材不足への対応 等

・企画･立案 … 事業採択等に向けた調査 等

・事業の実施 … 発注支援、監督･検査支援 等

・維持･管理 … 機能保全計画書の作成、漁

港等施設の日常点検 等

・災害復旧 … 災害発生直後の現況調査、災害
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査定への対応、工事発注後の工事監督･検査、

関係機関との協議 等

　一方、私が担っている支援は、上記の内容を

広く守備範囲としながらも、人材育成による町

職員の技術力の確保に力を入れています。

　海士町のインフラ施設の維持管理に持ってい

る知識を注力し、きめ細かく、リアルタイムに

支援を行っており、隠れたニーズも掘り起こし

応える、言ってみれば、「かゆいところに手が

届く」といった対応を心がけています。

　また、突発的に発生する災害時の応急対応等

にも即座（時間外、休日も含め）に対応が可能

ですし、用地交渉などにも同席して地域と関わ

りを持ってフォローを行っています。

※右側が筆者
写真ー２　道路法面工吹付厚の確認

４．おわりに

　当センターでは、事業の実施に関する発注支

援、監督･検査支援だけでなく、私が海士町で

担っている職員の技術的育成に至るまで様々な

面から市町村への支援を行っています。

　漁港、漁場整備に限らず、老朽化対策や災害

対応などの支援についてのご質問やご相談など

ありましたら、当センターへお気軽にお問い合

わせください。

　最後に、市町村支援の具体的内容のとりまと

めた「水産基盤整備･維持管理に係る市町村支

援の具体的内容について（令和７年４月 水産

基盤整備・維持管理に係る市町村支援のための

連絡協議会）」を紹介します。ＱＲコードより

ご覧頂けますのでご活用ください。
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～ 海士町はこんな町 ～
＜風景①＞ 新庁舎プロジェクト｢あま丸｣の取組が｢2025 年度グッドデザイン賞｣を受賞

　あま丸は、町民生活に不可欠な「まなび」、「あそび」、「くらし」、「つどい」などの公共機
能を集めたエリアです。同時に、時と共に町民の暮らしが進化するために「みらい」にアクショ
ンするためのチャレンジの場でもあります。みらいのための「つながる・つなげる」を起こし、
島内で様々な出来事が起こることを促す役割も持つエリアです。

＜風景②＞ ｢大人の島留学｣で人の流れを創出　＃若者に選ばれ続ける島

巣立ちのとき（菱浦港）

しゃばりば（庁舎１Ｆフロア） 新庁舎
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「令和７年度ＩＣＴ活用推進協議会」の開催について

　当センターでは、水産庁より受託した令和７年
度水産基盤整備調査委託事業「水産基盤施設の長寿
命化対策強化に向けた検討調査」の一環として、令
和７年11月21日にエッサム神田ホールにて「令和
７年度ICT活用推進協議会」を開催いたしました。
当日は、会場とWeb配信を合わせ、自治体関係者・
民間事業者など約180名にご参加いただきました。
　本協議会では、（国研）水産研究・教育機構 水産
技術研究所、自治体３団体、民間事業者３社よりICT
活用事例を発表いただくとともに、有識者として北
海道大学の横田名誉教授、東海大学の三神教授をお
招きし、専門的な見地からご意見をいただきました。
　まず、（国研）水産研究・教育機構 水産技術
研究所からは「インフラ建設におけるICT技術の
全体像と漁港施設点検への活用例について」と
題して、水産基盤整備におけるICT技術の整理
に加え、水中ドローンによる点検手法や今後の
展望について講演がありました。続いて、「新技
術の活用による機能保全対策」として、広島県、
大分県、山口県萩農林水産事務所の３団体より、
施設管理者の視点から維持管理におけるICT活用
の実例をご紹介いただきました。質疑応答では、
導入プロセスや運用上の留意点について質問が
相次ぎ、参加者の関心の高さがうかがえました。 令和７年度ＩＣＴ活用推進協議会会場の様子

　後半は、「新技術を用いた省人化・効率化」として、
(株)豊水設計、アルファ水工コンサルタンツ(株)、(株)
エイト日本技術開発の３社より、実務で活用した技
術やデータの取り扱いについて、実践的な発表が行
われました。これに対し、類似技術を活用する団体
からデータ処理や人材育成、コスト面などの具体的
な質問が寄せられ、活発な意見交換が行われました。
　最後には、水産庁と有識者より総括をいただ
き、質疑応答で出た意見を踏まえたコメントを
頂戴しました。
　Web配信では一部映像の乱れなどがありま
したが、会場では活発な議論が展開され、協議
会全体としては有意義な意見交換の場となりま
した。開催にあたりご協力いただきました関係
各位に感謝申し上げます。

当センター　調査研究部
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水産環境整備工事監督補助業務（長崎県）について

１．はじめに

　一般社団法人水産土木建設技術センター（以

下「当センター」という。）では、「水産関係公

共工事等発注者支援機関」として漁港・漁場・

海岸整備に関する設計・積算・工事監督補助等

の水産土木工事に関する業務を請け負っていま

す。「水産関係公共工事等発注者支援機関」と

は「公共工事の品質確保の促進に関する法律」

第21条第４項の定めに基づき、水産関係公共工

事等の発注者を支援するため、発注関係事務を

適切に実施することができる者が認定されるも

ので、令和７年度時点で当センターを含む４者

が支援機関として認定されています。本稿では、

長崎県における漁場整備に関する監督補助業務

の事例について紹介します。

２．長崎県における監督補助業務

（ア）概要等

　当センターは長崎県から監督補助業務委託を

受注し、工事の適切な施工と良質な品質確保の

ため、離島を含めた各地区に現場技術員を配置

して長崎県が発注する魚礁工事及び増殖場工事

における施工状況の照合及び確認・把握等を行

う技術支援に従事しています。現場技術員が監

督補助を行う工事は環境への配慮が必要な漁港

漁場整備工事であるため、現場技術員は一級土

木施工管理技士等の資格に加え、水産工学技士

の資格を有しており、水産生物環境に配慮した

観点からも施工状況の確認を実施しています。

　業務地区は長崎南地区（長崎市、諫早市等）、

長崎北地区（平戸市、松浦市等）、対馬地区（対

馬市）、壱岐地区（壱岐市）、五島地区（五島市、

新上五島町）の５地区に分類され、当センター

の現場技術員を各地区に１名ずつ配置していま

す。各地区においては複数の工事が同時稼働か

つ工事箇所が点在しており、発注者の事務所か

ら片道２時間弱を移動に要する工事現場も存在

することから、現場技術員が監督職員に代わり

立会、段階確認を行うことで技術的支援に加え、

時間的な面においても発注者の業務へ寄与でき

ているものと考えます。

当センター　長崎支所　

図ー１　業務地区位置図

写真ー１　工事確認状況（沈設）
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（イ）主な実施内容

　監督補助業務の主な実施内容は以下のとおり

となっています。

・施工前準備、施工計画の確認

・施工プロセス確認

・使用材料（支給材料等を含む。）について

設計図書との照合

・施工状況（段階確認）について設計図書と

の照合

・工事検査等への臨場

・必要に応じて災害対応業務を実施

・その他

　　現場内の安全管理状況の確認

　　熱中症対策状況の確認

　　感染予防対策状況の確認等

（ウ）対象の工種等

　監督を行う工事の工種は大きく魚礁工事と増

殖場工事に分かれ、長崎県内の５地区で年間約

70件の工事の監督を行っています。監督する魚

礁工事、増殖場工事は製作するブロックや鋼製

魚礁の種類、形状がさまざまかつ増殖場におい

ては海藻種苗の取り扱いもあるため、陸上での

製作状況の確認から海上での投入方法の確認な

ど、それぞれの製品に合った施工確認を行って

います。現場では設計図書との照合だけでなく、

これまで培ってきた知見から工事受注者または

発注者へ対し、施工での工夫点や注意点などの

助言をすることもあります。

写真ー２　工事確認状況（ブロック製作）

３．おわりに

　当センターでは水産関係公共工事等の発注者

を支援するため、今後とも技術者の確保、育成、

水産工学への知見の充実に努めてまいります。

写真ー３　工事確認状況（ブロック製作）

写真ー４　工事確認状況（ブロック製作）

写真ー５　工事確認状況（大型魚礁製作）



− 15 −

宮崎県における藻場造成について

１．はじめに

　藻場は、水産資源の産卵・生育の場であるとと

もに、最近は二酸化炭素の吸収源であるいわゆる

ブルーカーボン生態系としても注目され、その重

要性と社会的な関心が高まっている。

　本県では、昭和51年以降おおむね10年おきに、

県内全域を対象とする藻場分布調査が実施されて

いる。本県の藻場面積は、昭和60年以降に起こっ

た全国的な藻場の減少を上回るスピードで縮小し

ており、その後も回復しない磯焼け状態が継続し、

平成30年の調査時点では、昭和51年度調査時点の

約34％にあたる797haに留まっている（図１）。

　本県の藻場は、主に県北部と県南部の岩礁域に

あり（図２）、藻場を構成する大型海藻としては、

県北部では、クロメ、ヨレモクモドキ、ヤツマタ

モク等が、県南部では、ヨレモクモドキ、ヤツマ

タモク、タマナシモク、ツクシモク、キレバモク、

ヒイラギモク等が挙げられる（図３）。

　本県の藻場が衰退し、磯焼けが継続している要

因の一つとして、宮崎県沿岸における海水温の上

宮崎県農政水産部　水産局漁業管理課長　安田　広志

図ー１　藻場面積の推移

〈会員の皆様のページ〉

図ー３　県北部クロメ（上）、県南部ヒイラギモク・
　　　　ツクシモク（下）

出典：
宮崎県藻場面積：県調査
全国藻場面積：水産庁（2021）「漁場環境保全と生態系の
　　　　　　　維持について」

図ー２　宮崎県沿岸
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昇が関係していると考えられている。すなわち、

本県の藻場を構成する海藻の成長、成熟期に当た

る秋季から冬季の日向灘沿岸の海面水温（０ｍ）

は、1973年から2021年の間に長期的な昇温傾向に

あり（表１）、これに助長された海藻を食べるウ

ニ類や魚類等の植食性動物の高い食圧が、海藻の

成長や再生産を阻害していると推定されている。

２．宮崎県における藻場造成の取組

（１）藻場ビジョン

　本県における藻場造成の取組は、平成30年度に

策定した「日向灘沿岸藻場ビジョン」（以下「藻

場ビジョン」という）に基づいて行われている。

藻場ビジョンでは、これまでの宮崎県水産試験場

の試験研究成果や過去に実施した藻場造成の検

証・分析を基に、本県の海域の水温等の基本情報、

藻場の状況を踏まえ、「①植食性動物を減らす取

組」、「②藻場を増やす取組」など、ハード・ソフ

トの一体的な対策を実施し、藻場の拡大を図るこ

ととしている。具体的には、ウニの密度管理等の

保全活動が行われている海域を中心に生育基盤を

整備し、整備後の藻場や環境条件等のモニタリン

グ結果を保全活動にフィードバックすることとし

ている。これらの取組により、令和13年度までに

新たに87haの藻場を造成し、何も対策をしなけれ

ば585haまで減ってしまうところ、616haとするこ

とを目標としている。

表ー１　平均水温平年偏差の長期変化傾向（℃ /50年）

出典：山田和也・荒武久道（2022）「⽇向灘の水温の⻑期変化傾向の把握」宮崎水試研報,第18号,1-7,
　　　令和4年Bull. Miyazaki Pref. Fish. Exp. Stn.,№18,1-7,

（２）これまでの取組

　本県における①植食性動物を減らす取組として

は、漁業者が中心となったウニ類の除去による密

度管理が主であり、平成23年度から継続的に行わ

れ、現在では８つの活動組織により取り組まれて

いる。

　藻場造成に取り組む活動組織のうち、日向市

平岩地区では平成10年時点までに昭和51年時点の

98％のクロメ藻場が消失し、港内に小規模な群落

がわずかに残る程度であったが、平成23年から継

続的に行われた港外のウニ類の徹底した密度管理

により、港外にもクロメの生育が認められるよう

になり、令和４年には港内外合わせて8.6㏊にま

で回復するなどの成果が得られている（図４）。

　本県における②藻場を増やす取組としては、成

熟した藻体を投入する母藻投入や、海藻の生育基

盤の整備が挙げられる。このうち、生育基盤の整

備に関しては、本県の水産試験場が開発した藻場

礁（図５）を採用している。この藻場礁の上部の

海藻成育面は、ウニ類が留まりやすい凹凸形状を

なくすとともに、クロメ等の種糸を簡単に、確実

に基盤に密着させやすくするためのかまぼこ型の

曲面形状としている。この藻場礁を、門川町地先

や串間市地先等の残存藻場に隣接する砂地等に設

置し、藻場面積の拡大を図っている。
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図ー６　藻場の維持拡大イメージ

図ー５　設置前藻場礁（左）、設置後藻場礁（右）

図ー４　⽇向市平岩のクロメ場面積の推移
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（３）新たな取組

　藻場を増やす取組として、令和６年度から日向

市平岩地区の事例を参考に、冬季に水温が下がり

やすく植食性動物の食圧が低い漁港内に藻場礁を

設置することにより、タネの供給源となる核藻場

の造成を試みている。造成した核藻場から港外の

漁場にタネを供給させ、漁業者等が実施する①植

食性動物を減らす取組と連携することで、周辺海

域へ藻場の拡大を図るものであり（図６）、令和

６年度は県北の延岡市の２漁港、令和７年度は県

中の川南町、県南の串間市の２漁港で実施してい

る。また、設置した漁港内や港外において水質等

図ー７　植食性魚類水揚啓発ポスター

図ー８　養殖用飼料に活用されるイスズミ

のモニタリングや食害生物の生息状況等も調査

し、結果を踏まえて漁港内における核藻場造成ガ

イドラインを策定し、他漁港への横展開を図って

いくことを検討している。

　また、海藻を食害するアイゴやイスズミなどは

漁獲されても市場価値が低いため、これまでは

生きたまま海に戻され、適正な密度に管理するよ

うな有効な手法もなかった。そこで、令和７年度

からはポスター（図７）の沿海漁協への掲示や漁

協買い上げを支援するなど、植食性魚類の水揚げ

を啓発しているほか、水揚げ後の新たな用途とし

て、図８のような養殖用餌料への活用を支援して

おり、県北で水揚げされたアイゴ、イスズミ等が

県北の養殖業者により活用されている。これらの

取組により、年間数十トンの植食性魚類の駆除が

期待できることから、藻場に与える食圧の低減が

図られ、藻場回復に寄与することが期待される。

３．おわりに

　今後、藻場ビジョンに定めた藻場回復の目標を

達成するために、①植食性動物を減らす取組と②

藻場を増やす取組を継続・拡充していくことで、

漁場の生産性の維持を図っていきたいと考えてい

る。

　また、藻場・干潟の保全・創造に取り組む活動

団体の構成員である漁業者は、高齢化や担い手の

不足により、活動の継続が課題となっている。し

かし、地域によっては、活動内容をマスコミ等で

知って興味を持ったサーファーやダイバーが継続

的な担い手となった事例や、同じく興味を持ち活

動の講演を聞いた民間団体が、その内容に感銘を

受け、藻場保全活動を自主事業として毎年行うよ

うになる等、活動の広がりに繋がっている。

　今後も活動組織が効果的な保全活動を継続して

いくために、技術的な指導はもちろんのこと、取

組現場に寄り添った課題解決に務めるとともに、

活動内容を積極的にPRすることで多様な担い手の

確保し、実施体制の強化を図っていきたい。
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令和６年能登半島地震への対応に係る石川県知事からの感謝状

　当センターは、令和６年１月に発生し

た能登半島地震に関して、水産業施設等

の被災状況調査に協力するなど、被災地

の復旧・復興に協力した功績により石川

県知事から感謝状を頂きました。

　具体的には、令和７年12月10日、石

川県金沢市の石川県地場産業振興セン

ターにおいて贈呈式が執り行われ、馳 

浩石川県知事から当センター吉塚 靖

浩理事長が感謝状を受け取りました。

（写真参照）。

　今後とも、地震や台風、津波などに

より漁港等の施設が被災した場合に

は、災害復旧事業を速やかに実施しで

きるよう必要なサポートをいたしま

す。お困りの事項や相談がありました

ら当センターまでご相談ください。

写真　馳 浩石川県知事からの贈呈式
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2025 年 11 月４日

11 月５日

11 月６日〜７日

11 月９日

11 月 11 日

11 月 17〜
　　 21 日

11 月 18 日

11 月 20 日

11 月 21 日

11 月 25 日

11 月 28〜
     30 日

11 月 29〜
     30 日

12 月１日

12 月１日

12 月９日

12 月 10 日

12 月 12 日

2026 年１月９日

１月 30 日

１月 31 日

水産工学技士フォローアップ研修会（沖縄会場） 沖縄産業支援センター（沖縄県）

令和７年度積算技術情報検討委員会 当センター会議室（東京都）

積算施工技術部会（第５部会）に出席 ホテルグランデはがくれ（佐賀県）

第44回全国豊かな海づくり大会に出席 志摩市阿児アリーナ（三重県）

水産工学技士フォローアップ研修会（青森会場） 青森県水産ビル（青森県）

水産工学技士及び水産土木技術者養成講習会（福岡会場）
ＪＲＥ天神クリスタルビル

（福岡県）

漁港漁場漁村整備促進議員連盟臨時総会に出席 自由民主党本部（東京都）

新たな海洋開発がその近傍の漁場施設に与える長期的な
影響に関する調査検討委員会

大日本水産会（東京都）

令和７年度第１回ICT活用推進協議会 エッサム神田ホール２号館（東京都）

令和７年度水産工学関係研究開発推進会議に出席 エッサム神田ホール１号館（東京都）

日本サンゴ礁学会第28回大会に出席 名桜大学（沖縄県）

漁港漁場漁村整備促進議員連盟視察に参加 長崎県下

令和７年度ICT等活用による生産性向上技術活用事例調査
業務検討委員会

銀座ユニーク（東京都）

水産工学技士検討委員会 当センター会議室（東京都）

大水深におけるフロンティア漁場整備計画策定手法に関する
検討委員会（第１回）

水産庁（東京都）

令和６年能登半島地震に係る石川県知事感謝状贈呈式
石川県地場産業振興センター

（石川県）

水産工学技士養成講習会認定試験
（Ｗｅｂ配信講義、沖縄試験会場）

沖縄産業支援センター（沖縄県）

海洋教育フォーラム「浮体式洋上風力は、今、どこまで来ている
のか？～世界と日本の動き、そして私たちの未来～」に出席

出島メッセ（長崎県）

有性生殖・サンゴ再生支援協議会第一回会議 琉球銀行会議室（沖縄県）

水産工学技士検討委員会 当センター会議室（東京都）

令和７年度ながさきSUISAN・スクールに参加 セントヒル長崎（長崎県）

令和７年度水産土木工事実施担当職員研修会 コンワビル（東京都）

令和７年度磯焼け対策全国協議会 東京大学伊藤謝恩ホール（東京都）

令和７年度水産多面的機能発揮対策シンポジウム 東京大学伊藤謝恩ホール（東京都）

12 月 13 日

12 月 19 日

１月 21 日

１月28〜
     29日

●センター業務（2025 年 11 月１日〜2026 年１月 31 日）
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